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桶川市地域ふれあい事業補助金交付要綱 

（平成１２年３月３１日告示第３７号） 

（平成１５年３月２７日告示第２７号） 

（令和５年３月３０日告示第４８号） 

（目的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人桶川市社会福祉協議会（以下「市社

協」という。）で実施している地域ふれあい事業（以下「ふれあい事

業」という。）に対し、補助金を交付することにより、高齢者福祉の増

進を図ることを目的とする。 

（補助対象事業及び経費） 

第２条 補助金の対象となる事業はふれあい事業とし、対象となる経費

（次条において「補助対象経費」という。）はふれあい事業の運営に直

接必要となる経費とする。 

（補助金の額及び交付方法） 

第３条 補助金の額は、補助対象経費の１０分の１０以内とし、ふれあい

事業実施団体１か所当たり年額２万円を上限とする。ただし、実施期間

が１２月未満のときは、２万円を１２で除して得た額に当該実施期間を

乗じて得た額（当該額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り

捨てた額）を上限とする。 

２ 補助金は、その全部を概算払により交付する。 

（申請及び決定） 

第４条 市社協は、様式第１号の桶川市地域ふれあい事業補助金交付申請

書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに審

査の上、市社協に対してその可否を様式第２号の桶川市地域ふれあい事

業補助金交付（不交付）決定通知書により、通知するものとする。 

（請求及び交付） 
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第５条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた市社協は、速やか

に様式第３号の桶川市地域ふれあい事業補助金交付請求書を市長に提出

しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、市社協に対し補助金

を交付するものとする。 

（事業報告等） 

第６条 前条第２項の規定により補助金の交付を受けた市社協は、事業の

実績報告書を市長に対して、桶川市補助金交付規程（昭和３０年桶川市

規程第４号）第６条の規定により、年度終了後の４月３０日までに提出

しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定するほか必要があるときは、市社協に対し、定期

又は随時に事業について状況等を報告させ、実地調査し、又は必要な指

示をすることができる。 

 （額の確定等） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による実績報告書の提出があったとき

はその内容を審査し、補助金の額を確定したときは様式第４号の桶川市

地域ふれあい事業補助金確定通知書により市社協に通知するものとする。 

２ 前項の規定により補助金の額の確定を受けた市社協は、当該確定を受

けた額が第５条第２項の規定により交付を受けた概算払の額より少ない

ときは、その差額を市長が指定する日までに返還しなければならない。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、特に必要な事項は市長が別に定め

る。 

附 則 

 この告示は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成１５年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 この告示は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度以後桶川市地域

ふれあい事業補助金について適用する。 
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様式第１号（第４条関係） 

 

桶川市地域ふれあい事業補助金交付申請書 

 

      年  月  日 

 

桶川市長 

 

社会福祉法人桶川市社会福祉協議会 

会長            印  

 

１ 申請額 

 

２ 内訳 

名 称 住 所 事業内容 備 考 
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様式第２号（第５条関係） 

 

桶川市地域ふれあい事業補助金交付決定（却下）通知書 

第     号 

年  月  日 

 社会福祉法人桶川市社会福祉協議会 

   会長           様 

 

 

                 桶川市長         印  

 

年   月   日付けで申請のありました桶川市地域ふれあい事業補

助金について、下記のとおり決定したので通知します。 

 

 

記 

 

１ 交付 補助金額 

  条件 

 

２ 却下 

  理由 
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様式第３号（第５条関係） 

 

桶川市地域ふれあい事業補助金交付請求書 

 

年  月  日 

 

桶川市長 

 

社会福祉法人桶川市社会福祉協議会 

会 長            印  

 

     年  月  日付け  第  号で交付決定のあった桶川市

地域ふれあい事業補助金について請求します。 

 

１ 交付請求額 

  金          円 

 

２ 振込先 

金融機関 

        銀行･信用金庫 

組 合･農 協 

（     ） 

本 店 

     支 店 

出張所 

預金種別 普通 ・ 当座 口座番号  

フリガナ  

口座名義人  
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様式第４号（第７条関係） 

 

桶川市地域ふれあい事業補助金確定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 社会福祉法人桶川市社会福祉協議会 

  会 長            様 

 

               桶川市長          印  

 

     年  月  日付けで提出のあった実績報告書に基づき、次の

とおり桶川市地域ふれあい事業補助金の額を確定したので通知します。 

 

交 付 確 定 額 

（Ａ） 
金          円 

概 算 払 交 付 額 

（Ｂ） 
金          円 

返  還  額 

（Ｂ）－（Ａ） 
金          円 

 

 


